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主な先進国の15年におけるカロリーベースの総合食料自給率を比較すると、オースト

ラリア （237％ 、米国 （128％）等の穀物輸出国はもとより、フランス （122％ 、英） ）

国（70％）等のヨーロッパ諸国と比べても、我が国の食料自給率は大幅に下回っている

（図Ⅰ－２ 。）

図Ⅰ－２

ヨーロッパ諸国の食料自給率（カロリーベース）

資料：農林水産省「食料自給率レポート」

＜コラム＞

英国の食料自給率の動向

英国では、我が国とは逆に、食料自給率（カロリーベース）が40年間で27ポイント向上して

いる。

この要因としては、生産面では、①平坦地が多いことから、効率的な農業生産が可能だった

こと、②フランスやドイツといった他のＥＣ諸国より競争力が高かったこと、③ＥＣ加盟によ

り農産物価格支持と国境措置による手厚い保護をうけることとなったこと、④我が国には冬期

間や梅雨等の生育条件上の制約があるのに対して英国ではそういう制約がなく、また、品種改

良等により主要穀物である小麦の単収が大きく向上したことなどがあげられている。
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食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ

食料自給率低下の主な要因は、米の消費減少等の食生活の変化

食料自給率が昭和40年度の73％から40％にまで低下してきた主な要因としては、食生

活の大きな変化により、①国内で自給可能な米の消費量が減少する一方、②国内で生産

が困難な飼料穀物や油糧原料（大豆、なたね）を使用する畜産物や油脂類の消費が増加

したことがあげられる（図Ⅰ－３、図Ⅰ－４ 。）

図Ⅰ－３

食生活の変化と食料自給率の変化

資料：食料需給表

図Ⅰ－４

１人１日当たりの供給熱量に占める品目別の供給熱量及び自給率

農林水産省「食料自給率レポート」を基に東北農政局で試算。資料：
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（ 供 給 熱 量 総 合 食 料 自 給 率 　 ３ ９ ％ ）
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食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ

＜コラム＞

主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積は、我が国の耕地面積の2.7倍

主な輸入農産物の生産に必要な農地面積は1,245万haと試算され、我が国の耕地面積の2.7倍

に相当する農地を海外に依存した形になっている。

このため、不足の事態に備え、平素から農地や農業用水を確保しつつ、農業の担い手の育成

・確保、農業技術水準の向上等を図り、食料供給力を強化しておく必要がある。

主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積

食料の不測時の対応

凶作や輸入の途絶等の不測の要因によ

り食料供給がひっ迫するような場合に

も、最低限度の食料供給を確保していく

必要があるため、農林水産省では「不測

時の食料安全保障マニュアル （2003年」

３月）を策定している。このマニュアル

においては、事態の深刻度（レベル）に

応じて、情報収集・分析・提供、備蓄の

活用、価格動向の調査・監視、緊急の増

産、熱効率の高い穀類やいも類への生産の転換、農地以外の土地の利用等の対策を実施するこ

ととされている。

我が国は、食料の６割を輸入に頼っているが、仮に、輸入が完全に途絶する事態に陥ったと

き、肉類や野菜から、いも類等の熱量効率の高い作物に生産転換することで、国内生産のみで

国民１人１日当たり2,020kcalの熱量供給が可能であると試算されている。この熱量で最低限

必要な熱量は確保されるが、食事内容は、現在とかけ離れたものになる。



- 19 -

食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ

18年度の東北地域の食料自給率は100％を超えているが、米を除くと32％と低い水準

東北地域の食料自給率（カロリーベース）は107％と、全国に比べるとかなり高い水準

となっている。ただし品目別にみると、米の自給率が300％を超えている一方、果実や大

豆、魚介類等全国を大幅に上回る品目もあるが、米を除いた自給率は32％と低い水準に

ある（表Ⅰ－１ 。）

表Ⅰ－１

東北各県の食料自給率（品目別カロリーベース、平成18年度概算値）

）（単位：％

資料：品目別自給率については、農林水産省「食料自給率レポート」を基に東北農政局で試算。

小麦
大豆
(食用)

野菜 果実 牛肉 豚肉 鶏肉 鶏卵
牛乳・
乳製品

魚介類

青森 118 306 61 5 61 257 558 26 21 73 32 25 266

岩手 105 319 40 7 53 98 81 32 21 186 28 78 177

宮城 79 239 30 4 76 40 8 16 7 15 16 28 242

秋田 174 670 23 1 164 85 63 8 15 3 12 14 16

山形 132 488 23 0 94 120 160 19 10 6 5 34 12

福島 83 294 19 1 24 93 76 18 7 11 17 24 73

東北 107 355 32 3 72 107 141 20 12 45 19 33 144

全国 39 94 22 13 25 76 35 11 5 14 10 28 59

県別
自給率 米

米を除
いた
自給率
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食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ

（２）東北地域における食料自給率向上の取組

食料自給率向上に向けた取組意識の醸成

東北農政局では県、市町村域において、食料自給率向上に向けた問題意識の共有と取

組意識の向上を図るため、市町村、消費者団体等に対し個別に情報提供や意見交換を行

うキャラバンを継続実施している（表Ⅰ－２ 。）

19年度は、学校給食への地場農産物の利用の推進とともに病院、福祉施設等による地

、 。 、場農産物利用 県庁舎の食堂等のメニューへの自給率表示の働きかけを実施した また

食と農を語る会 を開催し 県 市町村 ＪＡ等関係者の意識の醸成を図っている 事「 」 、 、 、 （

例参照 。）

表Ⅰ－２

食料自給率向上に向けた取組等の件数（平成20年１月末現在）

コラム

あなたの食事の自給率 ちょっと調べてみませんか？

農林水産省では、料理の自給率を簡単に計算できる「クッキング自給率(料理自給率計算ソ

フト)」を作成しました。本ソフトは、料理に使用されている食材とその量から容易に自給率

が計算できるもので、自給率の食事メニューへの明記だけでなく、食育、地元産食材の消費拡

大、農政に対する理解の促進等幅広くご活用頂けるも

のと考えております。

「クッキング自給率（料理自給率計算ソフト 」は、）

農林水産省ホームページ内「食料自給率の部屋」から

無料で自由にダウンロードできます。

以下のURLをご覧ください。

http://www.kanbou.maff.go.jp/www/jikyu/jikyu03.h

tm

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 計

病院、学校給食、大学等 14 15 20 7 9 11 76

県、市町村 38 26 71 26 26 76 263

農業者等（団体含む） 22 30 21 15 31 119

食品産業 2 5 9 2 5 1 24

消費者等（団体含む） 10 13 12 2 11 16 64

その他（農産物直売所等） 6 4 26 3 14 2 55

計 70 85 168 61 80 137 601
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＜事例＞

平成19年度「食と農を語る会」
東北農政局では、食料自給率の向上を目指し 「食と農を語る会」を管内６会場で開催し、、

延べで約900名の参加があった。

本語る会では、新たな産品づくり、地産地消、食品産業と連携した地場農産物の利用促進

に取り組んでいる地域関係者（延べ25名）に参加いただき、それぞれの取組を踏まえた意見

発表や地産地消の推進、食料自給率の向上を図る上での取組の意義や課題等について、来場

者を交え意見交換を行った。

地域関係者等からの主な意見と秋田県大仙市、福島県郡山市、宮城県大崎市の来場者を対

象に実施したアンケートの結果は以下のとおりである。

【地域関係者・来場者の方からの主な意見】

・新たな産品に消費者は敏感に反応するため、生産者も意

欲的になっている。

・地場産品の活用や地産地消の取組は多いが、消費者サイ

ドの関心が高まらないと広がらない。どのように動機づ

けていくかが課題。

・新たな産品を販売する際は、多様なルートを確保するこ

とや、売り先に対する産地のアピールが重要。

・食は命と直結するものであり、この先の世代にも食が確保

されることを望む。食料自給率向上は国の施策だけでは達

。成できず、国民の意識の向上が不可欠である

【 食と農を語る会」におけるアンケート結果】「

８／28 ９／21 10／31

○開催期日及び場所 秋 田 県 福島県 宮城県 計

（ ）大仙市 郡山市 大崎市 平均

○ 参加者数 120 140 150 410

○ アンケート回答者数 66 61 66 193

１ 食料自給率

①「食料自給率」の語の認知度 92.4％ 100.0％ 98.5％ 96.9％

②「27年度食料自給率目標が45％」の認知度 47.0％ 55.7％ 54.5％ 52.3％

③ 10年後の食料自給率を50％以上にすべき 84.8％ 86.9％ 86.4％ 86.0％

２ 食料自給率向上に向け、どのような取組を支持・実践するか(複数回答)。

【消費面】

① ご飯中心の食事を増やす 62.1％ 67.2％ 66.7％ 65.3％

② 旬の野菜を使った食事を増やす 69.7％ 65.6％ 63.6％ 66.3％

③ 国産大豆100％の豆腐・納豆を買う 56.1％ 50.8％ 54.5％ 53.9％

④ 学校給食で地場産農産物を使う 83.3％ 63.9％ 59.1％ 68.9％

⑤ スーパー、直売所で地場産農産物の取扱い 66.7％ 72.1％ 43.9％ 60.6％

を増やす

秋田県大仙市会場の様子
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【生産面】

① 地域農業の担い手育成 74.2％ 65.6％ 51.5％ 63.7％

② 効率的な農地利用の推進 53.0％ 59.0％ 50.0％ 53.9％

③ 加工・業務用の生産強化 42.4％ 24.6％ 33.3％ 33.7％

④ 新たな加工品づくりなど 27.3％ 32.8％ 18.2％ 25.9％

３ 学校給食における地場農産物の利用について。

① 地場農産物の使用割合を向上させる 92.4％ 86.9％ 97.0％ 92.2％

② 給食費を１～２割程度値上げしても地場農産 66.7％ 68.9％ 66.7％ 67.4％

物を使用した方がよい。

４ 食料自給率向上のための提案

・国内農産物の良さをもっとＰＲ。

・消費者ニーズにあった商品開発。

・小さい頃から国内産を買う、食べる習慣が食料自給率向上の第一歩。

・遊休農地を農業体験の場に活用するなどにより農業への関心を高める。

東北地域食料自給率向上協議会の取組

東北地域においては、食料自給率向上の取組を実効あるものとするため、地方公共団

体、農業団体、食品産業事業者、消費者団体、経済団体等の35の団体が連携した「東北

地域食料自給率向上協議会」を17年６月に設立した。

19年度の東北地域自給率向上協議会の活動として、６月27日に協議会を開催し、18年

度の取組報告と19年度の取組計画について確認した。また、広く国民の自給率向上に向

けた取組意識の醸成を図るため、19年12月18日に「東北地域食料自給率向上シンポジウ

ム」を仙台市で開催した。

シンポジウムには、主婦、学生、栄養士、調理師、農業者、行政等約200名が参加し、

東北福祉大学教授の畠山英子氏による「日本型食生活のすすめ～心身の健康と伝統的食

素材～」基調講演のほか、小学校の栄養士、生協の商品開発者、消費者団体、農家レス

トランの女性起業家等をパネリストとして迎え、パネルディスカッションを行った。ま

、 、 、た 東北米粉利用推進連絡協議会提供での米粉で作ったパン カステラの試食を実施し

米粉製品の消費拡大に向けて推進を図った。
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各県における食料自給率目標設定状況

【青森県】

17年３月策定の「攻めの農林水産業推進基本方針」において、20年度における生産努

力目標を設定し、これを達成した場合の食料自給率は120％（カロリーベース）としてい

る。また、17年３月策定の「生活創造プラン分野別実施計画」において、地産地消の中

核をなしている産地直売所販売額の20年度における目標値を設定している。

【岩手県】

18年３月策定の「岩手県農業・農村基本計画」の目標達成に向けて22年までの５年間

に重点的に取り組む施策、22年度における県産農産物の供給力の目標、地産地消サポー

ター数の目標等を設定している。

【宮城県】

18年３月に見直した「みやぎ食と農の県民条例基本計画」において、22年度における

県産農産物の供給力の目標、地産地消の目標等を設定している。

【秋田県】

18年３月策定の「新世紀あきたの農業・農村ビジョン第３期実施計画」において、地

産地消の目標等を設定している。

【山形県】

18年３月に「夢未来やまがた食育推進本部食料自給率向上目標設定プロジェクトチー

ム」において、22年度食料自給率目標を140％（カロリーベース）と設定している。

【福島県】

17年12月改訂の「福島県新長期総合計画うつくしま21」において、19年度における県

内食料自給率目標を100％（カロリーベース）と設定している。

17年11月に見直した「福島県地産地消推進プログラム」及び18年３月改訂の「農林水

産部における「地産地消」推進のための取組方針」に基づき、目標等を設定している。

表Ⅰ－３

各県の目標策定状況

資料：東北農政局調べ。

注：△は品目別供給力の目標。

生産努力目標 食料自給率目標 地産地消の目標 食育推進計画

青森県 ○ △（生産努力目標達成時の試算） ○ ○

岩手県 ○ △（品目別） ○ ○

宮城県 ○ △（品目別） ○ ○

秋田県 - ○ ○

山形県 ○ ○ ○ ○

福島県 ○ ○ ○ ○

区　分
各種目標の策定・検討状況
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２ 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進
（１）食生活の動向

平成19年の東北の食料消費支出額は前年から3.3％増加

東北における19年の１世帯当たり（農林漁家世帯を除く ）食料消費支出額は、87万。

3,351円で、18年の84万5,768円に比べ3.3％増加した。全国の項目別では、乳卵類と外食

が減少したものの、それ以外の項目は増加している。特に果物及び飲料の増加率が大き

い。

食料消費支出額の構成を全国と比べると、東北は魚介類、果物、飲料、酒類、野菜・

海藻、菓子類のウェイトが比較的高く、外食、肉類、調理食品のウェイトが低い（図Ⅰ

－５ 。）

図Ⅰー５

１世帯当たりの年間消費支出額の構成割合（平成19年）

資料：総務省統計局「家計調査 （２人以上の全世帯、農林漁家世帯を除く）」

食料品の物価は上昇傾向

19年の東北における消費者物価指数は、17年を100とした総合指数に対し、100.4と前

年に比べ0.1ポイント低下した。食料については、100.8となり前年に比べ0.4ポイント上

昇した（表Ⅰ－４ 。）

、 、 、 、 、 、品目別にみると 野菜・海藻 飲料等が前年より低下し 果物 肉類 油脂・調味料

調理食品等が上昇。特に果物の上昇が大きく、前年に比べ7.0ポイント上昇した。

食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ
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表Ⅰ－４

消費者物価指数と食料品費目別指数（平成17年＝100）

資料：総務省「消費者物価指数月報」

望ましいＰＦＣバランスからみると油脂類は過剰摂取ぎみ

18年度の国民１人・１日当たりのＰＦＣ熱量比は、たんぱく質（Ｐ）が12.9％、脂質

（Ｆ）が29.1％、炭水化物（Ｃ）が58.0％となった。魚介類・豚肉の消費減、油脂類の

消費減の割合が総供給熱量全体の減少割合に比べ小さかったことにより、前年度に比べ

て、たんぱく質の割合が0.2ポイント減少、脂質の割合が0.2ポイント増加 炭水化物の、

割合については、前年度同となっている（図Ⅰ－６ 。）

図Ⅰー６

ＰＦＣバランスから見た栄養バランスの推移（全国平均）

資料：農林水産省「食料需給表」

注： （ ）の適正比率は 「食料・農業・農村基本計画」における平成27年度の目標値（たんぱく質13％、脂質、

27％、炭水化物60％ 。）

昭和 年度35 昭和 年度55 平成 年度18

Ｃ

12.9％

29.1％58.0％

Ｆ

(13)

(60) (27)
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（炭水化物） （脂質）

12.2％

Ｃ Ｆ
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ＦＣ
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13.0％Ｐ

指　　数 前年比 指　　数 前年比
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*1 「食べ残し」とは、世帯で食卓に出された料理・食品を食べ残して廃棄したものをいう。

*2 「廃棄」とは、世帯においては、賞味期限切れ等で廃棄したもの（直接廃棄）及び大根の皮の厚むき、食肉の可

食部分と判断される脂肪の除去等食べられる部分を基準（文部科学省「日本食品標準成分表」の廃棄率。なお、

油脂類については 「食料需給表」の廃棄率）より過剰に捨てたもの（過剰除去）をいう。、

*3 農林水産省「食品ロス統計調査」の調査期間は平成18年６月、９月、12月及び19年３月の各月のうち連続した７

日間（１週間）とし、調査客体数は全国1,000（東北114）世帯である。本調査で把握した食品ロスの範囲は、

不可食部分（調理の下処理段階で生じる、野菜くず、魚の骨等）を除いた可食食料としての食品の食べ残し及び

廃棄であり重量ベースで調査した。
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食料自給率の向上と食料の安定供給Ⅰ

18年度の食品ロス率は3.7％

食料・農業・農村基本計画において食品ロスについて国民の意識改革を促す必要があ

るとされ、また食育推進基本計画において「家庭における食生活の実態、家庭や外食に

おける食品の廃棄状況等を把握するための調査を実施する 」とされているのを受けて、。

農林水産省では、食品の食べ残しや廃棄の抑制などに対する取組や 「望ましい食生活の
*1 *2

、

実現」に向けた施策に資することを目的に、世帯における食品の食べ残し状況、廃棄の

実態等を把握する「食品ロス統計調査」を行っている。
*3

18年度の調査によれば、東北の食品ロス率（以下「ロス率」という ）は、世帯計でみ。

、 、「 」 、 「 」 、ると3.7％で そのうち 過剰除去 が2.0％で最も高く 次いで 食べ残し が1.1％

「直接廃棄」が0.6％の順となっている（図Ⅰ－７ 。）

図Ⅰー７

世帯員構成別にみた食品ロス率（平成18年度）

資料：農林水産省統計部『食品ロス統計調査報告』

主な食品類別のロス率をみると 「果実類」が9.7％で最も高く、次いで「野菜類」が、

7.7％ 「魚介類」が7.4％の順となっており、過剰除去によるロス率の高いこれらの生鮮、

食品で高くなっている（図Ⅰ－８ 。）
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図Ⅰー８

主な食品類別にみた食品ロス率（平成18年度・東北）

資料：農林水産省統計部『食品ロス統計調査報告』

東北の世帯全体における１人１日当たりの食品ロス量を100とした時の食品類別の構成

割合をみると 「野菜類」が42.2％と最も多く、次いで「果実類」が17.1％ 「調理加工、 、

食品」が14.1％となっており、これらが全体の７割以上を占めている。全国と比べると

「穀類 「果実類 「魚介類」の割合が高く 「野菜類 「調理加工食品」等の割合は」、 」、 、 」、

低くなっている（図Ⅰ－９ 。）

図Ⅰー９

食品ロス量の食品類別構成割合（世帯全体・平成18年度）

資料：農林水産省統計部『食品ロス統計調査報告』

注：1)「その他生鮮食品」とは 「豆類 「きのこ類 「肉類 「卵類 「生鮮海藻類」をいう。、 」、 」、 」、 」、

2)「その他加工食品」は 「でんぷん 「砂糖類 「油脂類 「調味料類 「菓子類 「飲料類」をいう。、 」、 」、 」、 」、 」、
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（２）食育の取組

食育推進計画の策定

食育基本法の施行(17年７月)及び食育推進基本計画の策定（18年３月）に基づき、全

国の都道府県、市町村において食育推進会議の設置、食育推進計画の策定が進められて

いる。

東北においては、管内各県が食育推進計画を策定し、市町村においては、青森県では1

0市町、岩手県では８市町村、宮城県では10市町、山形県では５市町、福島県では１町の

34市町村が食育推進計画を策定したところである（表Ⅰ－５ 。）

表Ⅰ－５

管内市町村の食育推進計画の策定状況（平成20年３月31日現在）

「食事バランスガイド」の普及

６月の「食育月間」では、消費者展示コーナーにおいて、健全な食生活の実現、バラ

ンスの良い食生活の実践に活かしてもらうため 「食事バランスガイド」の活用方法等を、

パネル、フードサンプル等を用いて紹介した。

また、日頃食べている食事のバランスを理解しバランスの良い食生活の実践に活かし

てもらうため 仙台合同庁舎内食堂のメニューに 食事バランスガイド を活用した サ、 「 」 「

ービング(ＳＶ)」表示を実施した。

青森県
鶴田町、青森市、むつ市、階上町、深浦町、八戸市、板柳町、十和田市、
おいらせ町、つがる市

岩手県 一関市、紫波町、矢巾町、一戸町、金ヶ崎町、滝沢村、山田町、八幡平市

宮城県
仙台市、大崎市、名取市、柴田町、塩竃市、多賀城市、松島町、美里町、
気仙沼市、登米市

山形県 酒田市、山形市、真室川町、尾花沢市、河北町

福島県 只見町
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コラム

「食事バランスガイド」について

望ましい食生活をおくるために、１日に「何を 「どれだけ」」

食べたらよいかを、わかりやすくイラスト（コマ）で示している

「食事バランスガイド」をご存じでしょうか？

「 」 、 、 、 、 、食事バランスガイド は 主食 副菜 主菜 牛乳・乳製品

果物の５つの料理グループから出来ており、それぞれの料理グル

ープを１日にどれだけ食べたら良いかの量は、１つ、２つと「つ

（ＳＶ 」で数えます。）

ＳＶとは、サービング（料理の単位）の略で、例えば、ご飯で

あれば、おにぎり１個が１つ（ＳＶ）となります。

仙台合同庁舎地下食堂では、６月の「食育月間」をきっかけとして、定番メニューのフード

サンプルに 「食事バランスガイド」を活用したサービング表示に取り組んでいます。、

食事の際に、このサービング表示を参考に、自分が１日に食べている料理数を、１つ、２つ

と指折り数えて、バランスの良い食生活の実践に活かしていただければと思います。

食育推進協議会

東北農政局では、地域における食育を推進するため、定期的に東北地域食育推進協議

会を開催している。19年度においては、各県の食育担当部局を加えた新たな委員構成に

より、19年８月22日及び20年２月13日に開催し、食育の推進方策の協議等を行った。

また、協議会の下に設置した義務教育部会の最終報告として「地域の食材を活用した

学校給食における食育」を公表した（19年８月 。）

このほか、市町村食育推進計画の策定等に向けて、管内の各地方農政事務所において

食育推進に関する懇談会等を開催した。

ＳＶ表示のついたサンプル
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食育支援活動

【シンポジウム等の開催】

東北農政局では、消費者の「食」に対する理解を深め、食育を推進するため、19

年６月に 「食と農を語る会」を仙台市で開催し、地場産食材の利用促進について意、

見交換を行った。

、 、 、また 20年１月には 食生活の見直しや地産地消等についての認識を深めるため

食と健康をテーマにした「食育フォーラム」を青森市で開催した。

そのほか、管内の各地方農政事務所においても、シンポジウム等を開催した。

【講師の派遣等】

東北農政局では、食の安全や食品表示等、食育に関するテーマについて、小・中

学校や消費者団体等の要請に応じて講師の派遣や資料の提供を行っている。また、

テーマにより、講師派遣等が可能な関係機関の紹介も行っている。

なお、講座を開催した団体等に対しては、以降の取組について主体的に行うよう

促し、食育推進の取組の拡大を図っている。

＜コラム＞

「食と農を語る会～地場産食材でＬｅｔ'ｓ食育～」

取組テーマと出席者： みやぎ生協の地産地消推進と食育活動の取組」「

沼倉 優子（みやぎ生活協同組合）

「田んぼや畑を子どもたちの食につなげて」

千葉 冷子（仙台市立燕沢小学校）

「大豆産地に立地する食品産業としての基本戦略」

飯塚 哲朗（株式会社北上食品工業）

「子どもたちの未来へ」

澁谷 耕太郎（宮城県農協青年連盟）

日 時：19年６月27日（水）

場 所：宮城県仙台市福祉プラザ

「食育フォーラムｉｎあおもり」

テーマ： 食と健康～消費者へのメッセージ～」「

①基調講演 三村 三千代（八戸短期大学客員教授）

②パネルディスカッション

コーディネーター 三村 三千代

パネリスト 菅原 牧子（八戸市食生活改善推進員協議会会長）

鳴海 寧子（鶴田町保健福祉課健康推進係長）

徳差 克子（青森市消費者の会会長）

山本 久子（青森県学校栄養士協議会会長）

日 時：20年１月25日（金）

場 所：青森県民福祉プラザ 県民ホール
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平成19年度「食育」活動優良事例表彰

東北農政局では、各地域で取り組まれている食育活動に対し、その取組を一層推進す

るために表彰を行っている。

19年度からは、表彰の応募分野を従来の食生活改善、教育、食品産業、農林漁業の４

分野から、食生活向上、教育ファーム、地場産活用の３分野に改め表彰を行った。

19年度は、69団体等の応募に対し、東北農政局長賞を３団体に、東北農政局長食育奨

励賞を４団体に授与した（表Ⅰ－６ 。）

表Ⅰ－６

平成19年度「食育」活動優良事例表彰

東北農政局長食育奨励賞

　先人の食の智恵を伝え健康で元気なふるさとを

　地域の郷土料理でもある「もち料理」の伝承活動や和食マナー教室等を長年にわたり開催し、和
食の素晴らしさを伝えている。
　レストランの食材を農家から直接仕入れ食事を提供するとともに、様々なイベントにおいて、長
年にわたり地元食材の大切さや旬の重要性を訴えている。

　学校給食における地場産物の活用と食育推進

　県産品の消費拡大に向け、給食に青森県の特産物である「りんご」、「県産肉」、「ほたて」等
の加工品を中心に取り扱っている。
　児童生徒に県産農林水産物を理解し郷土心を育むため、野菜、魚、貝類等のフードモデルを制作
し、学校等に学習指導教材として貸し出している。

地場産活用分野 世嬉の一酒造株式会社（岩手県一関市）

　栽培学習
　りんご栽培学習は、学校後援会の下部組織である「りんご部会」の支援のもとに、人工授粉から
枝掘り作業まで、ほぼ全行程を年間スケジュールにより実施されており、翌年度は次学年に引き継
いでいる。
　また、児童５～６人が模擬会社に所属し、生産・販売等のリーダーを務め、りんご箱作りや販売
活動を行い、人の役に立つ学習活動を意識した取組を行っている。

地場産活用分野 財団法人青森県学校給食会（青森県青森市）

食生活向上分野 南部町立南部中学校（青森県南部町）

　三者（地域・家庭・小中学校）と連携した食の指導をとおして生活リズムを確立できる
　子どもの育成

　親子健康面談での保健指導や食育指導により、生活習慣や食の改善について一人一人にあったア
ドバイスをするなど、幅広い取組を実施している。
　地域と連携した様々な活動をとおし、身体的健康、生活習慣等が改善され、保護者の健康管理に
対する意識向上にもつながっている。

地場産活用分野 登米市地域婦人団体連絡協議会（宮城県登米市）
　子や孫に伝えていきたいおらほの料理
　地域の食文化を次世代に継承するために、昔ながらの料理法により安全でおいしい旬の食材を
使った料理教室等を行い、地域が育んだ自然の恵みと先人の知恵と工夫による郷土料理の伝承に努
めている。
　また、地域の各団体等との連携により、郷土料理や地場産食材を使用した地域に伝わるおやつの
レシピ集を発行している。

教育ファーム分野 青森市立浪岡南小学校（青森県青森市）

　毎日の学校給食の野菜の年間使用量の５割生産、自給率の向上を目指し、全学年による栽培を行
う。調理員からの注文により、野菜や米を収穫し、給食の食材に提供している。
　また、森林体験を行うなど、活動が多岐にわたり、地域との連携を図りながら学んでいる。

食生活向上分野 山形県立置賜農業高等学校　演劇部（山形県川西町）

教育ファーム分野 高畠町立二井宿小学校（山形県高畠町）

　食料自給率の低さや食の外部化の実態等、農業や食の現状について、高校生の演劇部がミュージ
カルにして意欲的に伝える活動を行っている。
　また、ダンスの振り付けやキャラクターを制作し、公演の最後に参加者全員で「いただきます」
の歌を歌うなど、子どもたちの興味を引くような活動を行っている。

　「”いただきます”見つけた！」子どもミュージカルで食育普及

　ふるさと学習　～いのちを育ていのちをいただく学習～
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３ 米消費拡大の取組
米の消費量の推移

米の１人１年当たり消費（供給）量は、昭和37年度には118.3kgであったものが、平成

19年度には、その半分近くの61.4kgにまで減少している（図Ⅰ－10 。）

図Ⅰー10

米の消費量の推移（１人１年当たり供給量）

資料：農林水産省「食料需給表」

、 、 、注：1) 年間の国内食料消費量用として仕向けられた数量を総人口で除した値であり 飼料用 種子用

加工用（酒類、みそ等）の米は含まない。なお、加工用飯、もち、米菓、米穀粉は含んでいる。

2) 19年度の値は概数値である。
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ごはん食を中心とした日本型食生活の推進

日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され

た食生活である日本型食生活は、栄養バランスが良く食料自給率の向上にもつながるこ

とから、各地の農業まつりや各種イベントにおいて、パネル展示、パンフレットの配付

等を行うなどして、その普及・啓発に取り組んでいる。

19年度は、特に朝ごはんの喫食向上を目的とした「めざましごはんキャンペーン」を

官民挙げて実施し、テレビＣＭやロゴマークを使った普及・啓発事業を行った。

イベントでのパネル展示 アンケート調査の様子

全国平均を上回る米飯学校給食の実施回数

東北地域における米飯学校給食の実施回数は、週3.2回と地元産米を給食で供給したい

という自治体や生産者団体の意向が強いことや、助成等の効果もあり、全国平均の2.9回

を上回っている（表Ⅰ－７ 。）

東北農政局では、今後とも米飯給食の一層の普及・定着を図る。特に週３回未満の市

町村の学校給食関係者に対して増加に向けた働きかけを行っていくこととしている。

表Ⅰ－７

米飯学校給食の実施状況(週当たり実施回数)

資料： 米飯給食実施状況調査 （文科省）「 」

県　名 16年度 17年度 18年度

青森県 2.9 2.9 2.8

岩手県 3.3 3.3 3.3

宮城県 3.1 3.3 3.3

秋田県 3.1 3.1 3.1

山形県 3.4 3.5 3.5

福島県 2.9 2.9 3.1

東北平均 3.1 3.2 3.2

全国平均 2.9 2.9 2.9
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米粉の消費拡大

米の新たな用途としての粉体利用に関しては、東北米粉利用推進連絡協議会をはじめ

とした各県の推進ネットワークと連携し、各種イベントや料理教室でのＰＲ及び情報発

信を通じて普及に取り組んでいる。

米粉パンを学校給食へ導入する小・中学校は年々増加しており、特に、青森県、宮城

県、秋田県では18年度から全県的な供給体制が整ったこともあり、17年度720校から18年

度1,330校へと大幅に増加した（表Ⅰ－８ 。19年度も増加が見込まれているが、さらな）

る導入拡大に努め、導入の少ない県においては普及に向けた取組を図っていく。

表Ⅰ－８

米粉パン給食の実施校数

資料：東北農政局消費流通課調べ（試食会等での実施も含む 。）

注：公立小・中学校数は 「学校基本調査（文科省 」による。、 ）

事例

米粉パンの導入

農林水産省では、学校給食への米飯の普及のほ

か、米粉パンの導入や利用拡大を推進しており、

学校給食会をはじめ関係団体等の協力により年々

利用が拡大されている。

学校給食に導入された米粉パン→

16年度 17年度

県　名 実施校数 実施校数 実施校数
公立小・中
学校数

実施割合

青森県 2 138 462 551 83.8%

岩手県 8 45 45 634 7.1%

宮城県 69 272 502 686 73.2%

秋田県 32 253 296 422 70.1%

山形県 4 4 8 479 1.7%

福島県 0 8 17 792 2.1%

東北計 115 720 1,330 3564 37.3%

全国計 約4,000校 約6,000校 約7,800校 32797校 約24%

18年度
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コラム

米粉パン・めん用米粉の生産状況
東北の米粉の生産量

パン・めん・洋菓子用などの小麦粉代替

用途用米粉の生産量は、平成19年度には78

8トンと、17年度の137トンから５倍以上に

増えています。

注：地方農政局及び地方農政事務所による製粉業者からの聞き取り

４ 地産地消の推進
地産地消は、地域の消費者ニーズに応じた農業生産や生産された農産物を地域で消費

しようとする活動を通じて生産者と消費者を結びつけ、食料自給率の向上や地域経済の

活性化が期待される取組であることから、各地の活発な取組事例の収集・把握に努め、

関係情報を発信している。

また、交付金事業等を活用した産地直売所等の施設整備支援とともに、平成17年度か

ら開始した各県を通じた地域の実践的な地産地消推進計画の策定推進及び地産地消優良

活動に対する表彰（東北農政局長賞授与）を行い、東北地域の取組を支援している。

地産地消推進計画の策定

17年度から、地方公共団体、農協、消費者団体等による地産地消推進計画の策定を推

進し、東北では、103の計画が策定された（表Ⅰ－９ 。）

表Ⅰ－９

地産地消推進計画の策定状況（平成19年度）

資料：東北農政局調べ（20年３月31日現在 。市町村数は総務省調べ。）

注：策定者別計画数のうち「協議会、農協等」には、ＮＰＯ法人等の市民活動団体を含む。

県・市町村 協議会、農協等
東　北 103 77 26 231
青森県 27 26 1 40
岩手県 16 1 15 35
宮城県 11 11 0 36
秋田県 18 13 5 25
山形県 15 15 0 35
福島県 16 11 5 60

区 分 計画数
策定者別計画数（内訳） （参考）

市町村数

137

513

788

0

200

400

600

800

平成17年度 平成18年度 平成19年度

ｔ
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平成19年度地産地消優良活動表彰

東北地域の個性を活かした創造的でかつ将来性のある地産地消活動を行う６団体に東

北農政局長賞を授与し、全国段階の表彰では、経営局長賞を１団体が受賞した （表Ⅰ－

10 。）

表Ⅰ- 10

平成19年度地産地消優良活動の表彰状況（東北地域受賞者）

注：全国表彰実施団体：全国地産地消推進協議会

農林水産省経営局長賞

東北農政局長賞

ＪＡみどりの青年部田尻支部 宮城県　大崎市
　平成11年、ＪＡ青年部の有志で食材供給を開始。「未来の子どもたちへ」をスローガンに、平成
15年の学校給食センターの完成に合わせた食材供給（３幼稚園３小学校１中学校）や「食材探検ツ
アー」による児童・生徒への農業体験指導等地域に根ざした活動を展開。野菜の供給率は約60％と
高水準で、高齢者福祉施設や県立循環器センターへの食材供給を実施。他地域のＪＡ青年部にも活
動が波及している。

地産地消を進める会 秋田県　秋田市

百姓ＨＯＵＳＥ 福島県　会津坂下町

　平成８年、地産地消推進を目的に設立。民間の立場で行政と協働し、独自企画を実践（シンポジ
ウム、あきた産デーフェア、料理教室、討論会、市場見学会、体験ツアー等）。平成17年に、秋田
の食文化に触れる機会の提供、地産地消の必要性の普及、生産者の支援及び地産地消のネットワー
ク形成を目標とした会のミッションと戦略を策定。平成18年度はトヨタ財団の助成を受けるなど、
量・質ともに活動のスケールが拡大した。

おいしい山形の食と文化を考える会 山形県　山形市
　平成17年度、山形県や平成17年度食育実践活動支援事業の支援により県内の高校生対象の「食の
甲子園やまがた大会」（郷土料理、伝統的な食文化の掘り起こし、地域農産物を活かした調理を
テーマとしたコンクール）を開催。３年目を迎えた「地域の食文化の未来への継承」の取組は、内
容をより発展させ、平成19年度は、決勝大会に宮城県・福島県の各２校を招待する「プレ南東北大
会」として企画した。

　平成16年、「地元の素材を使った手づくりの郷土料理が楽しめるおっかさんの店」をコンセプト
に、本格的な加工・直売活動を開始。立川ごぼう等の伝統野菜や地場農産物を使った菓子、惣菜等
の製造・販売により「懐かしいふるさとの味」が消費拡大に貢献。直売所は、観光スポット「町の
駅」として地域の交流の場にもなっている。また、複数の大学の「地産地消」や「女性起業」の調
査研究対象ともなり、取組が注目を集めている。

農事組合法人いさわ産直センターあじさい 岩手県　奥州市

道の駅「上品の郷」農産物等直売所「ひたかみ」農産部会 宮城県　石巻市

　平成11年、基盤整備を契機に有志で組合を設立。平成16年に産直センターを移転し、産直・加
工・食堂の３部門で活動。現在、学校給食への食材供給、学校給食センターと連携した地域食材の
メニューづくり等の食育活動や食事処「あがらんえ」での郷土食等の提供、加工施設での体験受入
れや大豆・ブルーベリー等の多種類の地場農産物を使用した加工活動も行うなど、幅広い取組を展
開している。

　道の駅併設の直売所開設から２年余りで月間販売額１千万円以上を維持。エコファーマー認証取
得者（39名）の専用ブースで認証品を販売し、生産履歴情報も公開するなど、環境保全型農業の実
践と合わせた直売活動が特徴。「食は命の源」を基本理念とした女性・高齢者主体の直売所運営だ
が、地域のたい肥センターのたい肥で土づくりを行うなど、生産面から安全・安心な農産物提供や
信頼確保に取り組んでいる。

（株）ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬 福島県　須賀川市
　平成15年開設の直売所「はたけんぼ」（出荷登録会員750名、売上10億１千万円）で約150種の農
産物・加工品を販売。顧客満足を第一に生活密着型の直売所を目指している。郷土料理教室や食育
講座の開催、新聞発行（はたけんぼ新聞、食育新聞）等、地域の食育ステーションとしての役割も
発揮。また、スタッフが野菜ソムリエ、健康管理士等の資格を積極的に取得し、ＪＡのトレーサビ
リティ担当とともに運営をサポートしている。
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事例

病院の給食で「地産地消」を推進［福島県・会津美里町］

平成18年１月に開催されたＪＡ女性部の会議で「地域農業振

興、県産農産物の生産振興を図っているＪＡグループの医療機

関として各厚生病院でも地場産農産物を利用し、地産地消を進

めてほしい」と要望が出された。

会津美里町にある福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病

院では、ＪＡ会津みどり女性部高田支部が運営している直売所

「あやめの里」と連携し、18年９月から同病院の給食に同ＪＡ

の女性部員が生産した野菜を使用している。

同病院では、毎週火曜日に同直売所に一週間分の野菜を注文し、同直売所の担当者が生産

者との調整を行い、使用する日の前日、午前９時30分（下処理をするため）までに納品する

ようにしている。

また、旬の野菜を使用できるよう献立を考え、直売所の担当者と野菜の生育状況や出荷時

期などの情報交換を行いながら地産地消を進めている。

19年９月現在、360食／日（職員含む）の給食を提供しており、患者さんからは「新鮮な野

菜が食べられる 「完熟で本当の野菜の味がしておいしい」と好評を得ている。」、

生産者の多くは高齢農業者であるが、年間を通じて同病院で利用してもらえることや仕入

れ価格が高めに設定されていることなどから生産意欲の向上につながっている。

地場産野菜の使用割合は給食全体の２～３割にとどまっていることから、直売所や農家と

の連携を強め、不揃いの野菜でも工夫して調理し患者さんに提供するなどして、徐々に使用

割合を増加させて地産地消を進め、地域農業を元気にしたいと取り組んでいる。

納品される新鮮野菜
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＜コラム＞

バーチャルウォーター

農産物を輸入するということは、輸入農産物が海外で生産される際に使用されている水資源

も一緒に輸入しているともいえます。このように間接的な形で輸入している水資源を把握する

方法として、仮想水（バーチャルウォーター）という考え方があります。これは、ある国が輸

入している品目を自国で生産すると仮定した場合に必要な水資源量です。主な輸入農産物（穀

、 ） （ ）物５品目 畜産物４品目 の生産を我が国で行った場合に必要な仮想水は627億ｍ 2000年3

と試算されており、国内の農業用水使用量の552億ｍ （2004年）を上回っています。品目別3

には、牛肉１kgに20.6トン、豚肉１kgに5.9トン、大豆１kgに2.5トンの水が必要です。

一方、食事メニューごとにみると、例えば、牛丼（並）やカレーライスに必要な水の７割は

輸入されている計算になります。

我が国が輸入農産物の多くを依存する米国や中国等で水不足が懸念されており、世界の水資

源の問題が私たちの食生活に密接に結びついてることにもっと目を向ける必要があります。
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５ 食の安全と消費者の信頼の確保
安全な食料の安定供給や国民の健康保護には、有害化学物質・微生物等を含む食品に

よる健康被害を未然に防止するための「食品の安全」を確保する取組のほか、動植物検

疫、栄養や食事習慣に関する施策等まで含めた「食の安全」を確保する取組が重要であ

る。これに加えて、食品表示の適正化等消費者の信頼を確保するための取組を実施する

ことにより、消費者にとって安心できる食生活実現につながっていくこととなる。

（１）食の安全の確保

ア 東北におけるＧＡＰの取組状況

平成19年12月現在、ＧＡＰ導入済みの産地は83産地

ＧＡＰ（農業生産工程管理）は、農産物の安全確保のみならず、環境保全、農産物の

品質の向上、労働安全の確保等に有効な手法であり、我が国の多くの産地・農業者が取

り入れ、自らの営農・生産条件や実力に応じて取り組むことが、安全な農産物の安定的

な供給、環境保全、農業経営の改善・効率化の実現につながることとなる。農林水産省

では、23年度までに全国のおおむね全ての主要な産地（2,000産地）でＧＡＰに取り組む

ことを目標に、普及推進を図っている。

東北農政局では、管内各県、農業団体等を対象にした説明会や、水田経営所得安定対

策加入申請時等に農業者にパンフレット等を配布するなど普及推進に取り組んできた。

また、輸出を目的として外国の基準に適合するようなＧＡＰなど高度なＧＡＰの取組

を目指す産地・農業者を対象に「高度なＧＡＰ手法に関する意見交換会」を民間団体と

連携して開催した。

さらに、生産現場で農業者の取組に対する消費者・食品事業者の理解と支援が不可欠

、「 （ ）」 、であることから 安全な農産物を食卓へ ＧＡＰ手法に関する意見交換会 を開催し

ＧＡＰについて理解の浸透を図った。

19年12月現在、管内のＧＡＰ導入済みの産地は、83産地、導入を検討している産地は8

2産地となっている（表Ⅰ－11、図Ⅰ－11 。）

今後、産地へのＧＡＰ導入の一層の促進を図るため、20年２月に管内各県、農業団体

等の参画を得て 「東北ＧＡＰ手法導入・推進協議会」を設立し、推進体制の強化を図っ、

たところである。
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表Ⅰー11

県別の取組状況

（単位：産地数）

資料：東北農政局農産課調べ（19年12月31日現在 。）

図Ⅰー11

作物別導入状況

）（単位：産地数

資料：東北農政局農産課調べ（19年12月31日現在 。）

＜事例＞

稲作生産者２名がユーレップＧＡＰの認証を取得［宮城県・角田市］

ＪＡみやぎ仙南水稲部会の会員は常に「買ってもらえる米づく

」 、 （ ）り を念頭に置き栽培に取り組んでおり ＢＳＥ 牛海綿状脳症

や食品偽装問題等が報じられ、食の安全・安心への関心が高まっ

てきているなか、取引先からＧＡＰを導入してほしいとの要望が

以前から出されていた。

このような状況で部会のメンバーである只野茂氏と小野良雄氏

が日本で２人目、３人目のユーレップＧＡＰの認証を受けた。両

氏とも15年来、水稲栽培に関する作業日誌の記帳を行っており、

生産工程におけるリスク軽減に努めてきた。自分たちの生産工程

基準が世界における基準と照らし合わせた場合にどのような状況

であるのかを明確にし、このことが消費者に対して食への不審を

を払拭させ、食の安全・安心や「買ってもらえる米づくり」につ

ながっていけばと考えている。
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*1 ドリフト：農薬の飛散
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イ 農薬の適正使用

ポジティブリストが施行された平成18年５月29日以降、ドリフトによる基準値超過は無い

18年５月29日に「食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)につ

いて一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度」(ポジティブ

リスト制度）が施行された。

施行後、生産現場で混乱が生じないよう、関係団体と協力し、対策について現場への

指導、説明会及び相談窓口の設置等を実施している。19年度においても、引き続き農薬

のラベル記載事項の確認等農薬使用基準の遵守、使用農薬の記帳及びドリフト低減対策
*1

等の指導を行った。管内においては、制度施行後のドリフトによる基準値超過は発生し

ていない。

また 登録のある農薬が少なく 使用可能な農薬が限定されている地域特産農作物 以、 、 （

下「マイナー作物」という ）の生産にかかる農薬の農林水産大臣の承認による使用の経。

過措置については、17年３月末日をもって大臣承認を取り消す一方、緊急性・必要性が

高いマイナー作物の生産にかかる農薬で、気象要因等により登録に必要なデータ作成が

できなかったものなどについては経過措置を延長する方針が示され、全国で2,963件、管

内では337件について延長されたが、18年７月末をもって経過措置を終了した。

このため経過措置終了後の対応については、生産者団体、農薬製造者、行政等による

「マイナー作物等農薬登録推進協議会」を設置し、19年度においても引き続きマイナー

作物等に対する農薬登録を推進している（20年３月末現在、全国241件、東北17件が未登

録 。）



*1 食品の安全性を高度に保証する衛生管理の手法の一つで、食品製造にかかる全行程において、危険防止等につな

がるポイントをリアルタイムで監視・記録することを通じて、安全で高品質な製品の提供を図ろうとするシステ

ムである。1990年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理手法。Hazard Analysis

（危害分析 、Critical Control Point（重要管理点）の頭文字を取った略称で 「ハサップ」または「ハセッ） 、

プ」と呼ばれている。

*2 食品製造業者がHACCP法による融資面、税制面の支援を受けるためには、事業者団体（指定認定機関）が作成して

いる「高度化基準」に沿った「高度化計画」の作成を行い、認定を受ける必要がある。
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ウ 食品安全性向上の取組

ＨＡＣＣＰ手法の導入促進

農林水産省では、食品の安全性の確保や品質管理の徹底に対する消費者からの要請の

高まりに応え、中小食品事業所でのＨＡＣＣＰ手法の導入を促進するために「食品の製
*1

造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 （ＨＡＣＣＰ手法支援法）に基づき、長期低」

利融資と税制上の特別償却等の支援を講じている（表Ⅰ－12 。
*2

）

また、中小食品事業所においてＨＡＣＣＰ手法を導入するうえで重要な課題になって

いる、ＨＡＣＣＰ手法を推進するための人材の養成を目的とした研修事業を実施してい

る。

表Ⅰー12

ＨＡＣＣＰ手法支援法に基づく高度化計画の認定状況（平成19年12月31日現在）

資料：農林水産省総合食料局食品産業企画課調べ。

＜コラム＞

高病原性鳥インフルエンザへの対応

平成16年１月に山口県で我が国では79年振りとなる高病原性鳥インフルエンザの発生が確認

されたことを受け、管内において発生が確認された場合に備え、東北農政局内はもとより関係

機関との連絡体制をただちに再確認するとともに、17年４月に「東北農政局高病原性鳥インフ

ルエンザ対策マニュアル」を策定した。

その後も19年１月に宮崎県及び岡山県において発生するなど、国内での発生が続いたことか

ら、19年11月21日、同マニュアルに沿った、模擬による防疫対応等の机上演習を行い管理体制

の強化を図った。

なお、管内で発生した場合の防疫作業支援要員として東北農政局派遣人員の登録の更新を行

い、19年10月１日現在1,773名が登録されている。

食肉
製品

容器包
装詰

常温流
通食品

炊飯
製品

水産
加工品

醤油
製品

冷凍
食品

惣菜 弁当
生めん

類
その他

（12品目）
合　計

東北 2 1 6 2 1 2 4 1 1 0 20

全国 20 12 61 22 10 11 42 19 5 57 259



*1 リスクコミュニケーション：リスク分析の全過程において、リスク評価機関、リスク管理機関、消費者、生産者

事業者、流通、小売りなどの関係者がそれぞれの立場から相互に情報や意見を交換すること。
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（２）消費者の信頼の確保

ア リスクコミュニケーションと消費者相談への対応

リスクコミュニケーションの効果的な実施

食の安全に対する消費者の信頼確保を図るうえで、リスクコミュニケーションは大変
*1

重要な位置付けを有するものとされている。このリスクコミュニケーションを効果的な

ものとするためには、参加者のテーマに対する理解度の向上が図られる必要があり、そ

のためには情報の適切な提供や、十分な意見交換等に努める必要がある。

内閣府食品安全委員会、厚生労働省、東北厚生局、東北農政局による３府省合同リス

、クコミュニケーションや東北農政局の実施する食の安全に関する少人数での意見交換会

消費者団体や食品産業事業者との意見交換会等、年間をとおして情報提供や意見交換等

を実施した。また、職員のリスクコミュニケーション技術を向上させるための研修を実

施するなど、効果的な実施に努めた。

今後とも、消費者が必要としている情報の把握と理解されやすいように資料を工夫す

るなど、事前の十分な準備を行うとともに、コミュニケーション能力の向上のための職

員研修等の取組を行うことなどを通じて参加者の理解度の向上に努めていくこととして

いる。

消費者相談等の取組

食品の安全性や表示等について消費者の関心が高まっているなか、東北農政局では、

食品や食生活等に関する情報の消費者への提供、啓発活動と合わせて、消費者ニーズの

的確な把握を通じた地域に密着した行政の推進に役立てるため 「消費者相談コーナー」、

と「消費者展示コーナー」からなる「消費者コーナー」を設置している。

「 」 、 、消費者相談コーナー では 消費者等の食品の安全性等に関する問い合わせに対し

電話、ＦＡＸ、Ｅメール等により常時対応しているほか、食料品消費モニター（19年度

106名の消費者をモニターとして委嘱）から寄せられた食料品等に関する意見・相談・苦

情等に対し文書等で回答を行った。19年度は、食品製造業者等による食品表示偽装事件

が多発したことから、各農政事務所での消費者相談窓口も食品の安全性や衛生面及び期

限表示に関する相談が多く寄せられた。19年度における消費者等からの相談件数は3,670

件であり、18年度の3,695件より25件の減少となったものの、17年度の3,137件の1.17倍

であった。
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相談内容の内訳を見ると、表示関係では、18年度の2,540件に対し19年度は2,533件(前

年比99.7％)、制度・基準関係では、18年度の201件に対し19年度は239件(前年比119.0

％)、安全・衛生関係では、18年度の102件に対し19年度は155件(前年比152.0％)、品質

・規格関係では、18年度の29件に対し19年度は39件(前年比134.5％)となっており、食品

表示偽装事件等の影響から、表示関係の相談が依然として多く７割を占めている

（図Ⅰ－12 。）

また、農政局職員が各地の勉強会に出向き、消費者や生産者等の食料品等に関する相

談に応じる活動を行っている。

図Ⅰー12

「消費者相談コーナー」の相談件数の推移（東北）

資料：東北農政局調べ。
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＜事例＞

「消費者相談コーナー」に寄せられた相談内容

Ｑ）小麦粉を野菜のあく抜きに用いることは、効果があるのでしょうか？

Ａ）野菜に含まれる、えぐ味、渋みなどの「あく」の成分は、マグネシウムやカリウムなど

の無機塩類、シュウ酸、シュウ酸塩などの有機酸及びその塩類、アルカロイド、タンニンや

クロロゲンなどのポリフェノール類などが考えられますが、ゆでたりして「あく」をとろう

とすると 「あく」だけではなく栄養成分やうま味も失われてしまいますので、短時間で手、

早くすませるようにするとよいでしょう。

「あく」の強いタケノコや山菜類などは、下ゆでするときにゆで汁に米ぬかや米のとぎ汁な

どを使うほか、小麦粉などの澱粉質のものをゆで汁に加えると、澱粉粒子がゆで汁の中で分

散して沈まずに浮かんでいる状態になります。これをコロイドというのですが、優れた吸着

力があって 「あく」を吸着する効果があります。、

Ｑ）食品の期限表示である「賞味期限」と「消費期限」との違いを教えて欲しい。

また 「賞味期限」及び「消費期限」はどのような食品に表示されているのでしょうか？、

Ａ 「賞味期限」は、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質）

の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいいます。ただし、当該期限を

越えた場合であっても、これらの品質が保持されることがあるとされています。

一方 「消費期限」は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗、その他、

品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をい

います。

「 」 、 、 、 、賞味期限 は 劣化が比較的遅い食品であるスナック菓子 カップめん レトルト食品

缶詰、ジュース、ビーフジャーキー牛乳、バターなどに表示され 「消費期限」は、品質が急、

速に劣化する食品である弁当、そうざい、生かき、生めん、調理パン（サンドイッチ）など

に表示されます。

Ｑ）マンゴーの栄養と効果について知りたい。

Ａ）マンゴーはウルシ科マンゴー属の常緑高木です。インド又は東南アジア原産と言われ、

熱帯及び亜熱帯地域で広く栽培されています。

マンゴーの生果は、甘くてねっとりとした食感と、適度な酸味と濃厚な香りがします。栄

養価は、ミネラルとビタミン類が多く含まれ、特に免疫機能の維持や抗酸化作用があるカロ

テンが豊富に含まれています。また、黄色のフラボノイド色素は脂質の過酸化を抑える働き

があり、ガンや老化防止、糖尿病予防の効果も期待されています。

「消費者展示コーナー」での情報提供、啓発

広く地域に密着した農林水産行政の推進のため、消費者とのコミュニケーションの強

化・消費者ニーズの的確な把握、積極的な対応の一環として、東北管内の農林水産行政

一般に関するパネル展示や市町村の地場産品を月毎に紹介し、消費者への情報提供、啓

発を行った（表Ⅰ－13 。）
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表Ⅰー13

消費者展示コーナーの展示実績（平成19年度）

19年度 「サンシャインシティ 温暖な気候に恵まれた地域特性を生かして、水稲、野菜、畜産等、

４月 いわき」 様々な農業経営が展開され、さらに古くからの漁業基地としても知ら

福島県いわき市 れているいわき市の新鮮で良質な農水産物やその加工品を紹介。

５月 「さわやかな 村山オリジナルワイン、焼酎、乾そば、名物昆布巻、バラのお菓子

四季の風吹くまち」 等の特産品を展示。初夏のさくらんぼや秋の新そば、日本有数の規模

山形県村山市 を誇る「東沢バラ公園」等の観光名所も紹介。

６月 ６月は「食育月間」です 食育推進基本計画では毎年６月を「食育月間」と定め、重点的に運

消費生活課 動を推進しており、食事の望ましい組合せ等を示した「食事バランス

ガイド」や健全な食生活実現のためのヒントを紹介。

７月 「海の恵み溢れる Ｂ級グルメブームで話題になった「八戸せんべい汁 （南部せんべい」

北の中核都市」 を鍋に入れて食べる郷土料理）の他、水揚げ日本一のイカや脂ののっ

青森県八戸市 た八戸沖のサバ等の特産品を紹介。

８月 「イーハトーブ 花巻温泉郷を含む温泉郡や霊峰早池峰山等の豊かな自然に恵まれ、

花巻からの贈り物」 宮沢賢治等の偉大な先人を育んだまちの特産品（ワイン、ヨーグルト、

岩手県花巻市 ホームスパン、さき織）や神楽、鹿踊り等の郷土芸能を紹介。

９月 「カシスなまちを カシスの生産量日本一を誇る青森市は、産学官一体となって栽培面

目指して」 積の拡大等を積極的に推進しており、農薬を極力使用せずこだわりの

青森県青森市 栽培方法で丁寧に育てられた特産品カシスを中心に紹介。

10月 「新生の大地、 我が国最大の干拓地として、オランダ情緒溢れる景観を有し、村そ

農業の村」 のものが観光資源となっている大潟村の広大な大地から生まれた、あ

秋田県大潟村 きたこまち、地酒、パンプキンパイ等の特産品や村の魅力を紹介。

11月 「人と自然が共生する 日本海沿岸から鳥海山麓に至る気象条件や標高差等の特徴を生かし

躍動と創造の都市」 た四季折々の農畜水産物、加工品を紹介。おふくろ漬、きりたんぽ、

秋田県由利本荘市 ゆり根うどん、秋田由利牛カレー、プラムワインゼリー等を展示。

12月 「きりり いにしえ・ 数々の伝統の味と技が受け継がれる歴史ある会津の特産品を紹介。

今輝いて未来発信」 ゆったりとした頭の動きがなんともユーモラスでかわいらしい「赤べ

福島県会津若松市 こ （張子玩具）や桐製品、会津清酒、会津木綿、会津漆器等を展示。」

１月 「海・山・川の 飛魚のつゆ、地酒、お菓子、ラーメン、玉こんにゃく、獅子頭、い

豊かな恵みに づめ子人形等、海・山・川の豊かな恵みを生かした酒田ならではの物

育まれるまち 酒田」 産を展示。雄大な自然と文化が織りなすまちの魅力を紹介。

山形県酒田市

２月 「東北地域の農山漁村 農山漁村は食料の生産の場のみならず、自然環境の保全等重要な役割を有

活性化に向けて」 しているが、高齢化等の進行によりその役割を十分に果たせない地域が増加

農村計画部 していることから、農林水産省が行っている活性化に向けた様々な取組事例

を紹介。

平泉世界文化遺産登録を目指しているまちの史跡や観光名所を紹介。奥州３月 「世界遺産 平泉・藤原文化

藤原氏の時代から続く鋳物、特産ハトムギを100％使用したハトムギ茶や加工の前史を物語るまち」

品、極上の前沢牛、冷麺、羊羹等の物産品を展示。岩手県奥州市
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イ 消費者の信頼を確保するための食品表示の適正化

適正な食品表示を確保するための監視活動

食品表示については、東北農政局本局及び管内地方農政事務所の表示・規格課と、各

県、公正取引委員会東北事務所 （独）農林水産消費安全技術センター仙台センター等の、

関係行政機関と連携のもと、適正な表示を確保するための監視活動に取り組んでいる。

19年度は、①生鮮食品の表示調査（3,635店 、②指定農林物資店頭調査（291店 、③） ）

特別調査（牛肉加工品及び農水産物3,340店、米穀432店）等の監視活動を行った（表Ⅰ

－14 。これらの調査結果及び消費者等からの情報提供により調査した結果、不適正な表）

示が認められた場合は立入検査等を実施し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に

関する法律（以下「ＪＡＳ法」という ）に基づく指示等を行った。。

表Ⅰー14

食品表示の調査件数（平成19年度）

（単位：件）

資料：東北農政局表示・規格課調べ（20年３月末現在 。）

消費者等からの食品表示に関する情報の収集と指導等

14年２月から東北農政局本局、各地方農政事務所及び（独）農林水産消費技術センタ

ーに「食品表示110番」を開設（東北７か所、全国65か所）し、食品の表示制度に関する

。 、質問や偽装表示等に関する情報を広く国民から受け付けている 19年度は2,863件の質問

情報が寄せられた（表Ⅰ－15 。）

また、買い物等の消費者の日常活動を通じて、食品表示の継続的なモニタリングと不

適正な表示に関する情報提供等を得るため、食品表示ウォッチャー（19年度は東北地域

で、中央ウォッチャー139名、都道府県ウォッチャー365名）を依嘱している。この消費

者からの情報に基づき、食品表示の適正化に向けた調査・指導等を行っている。

生鮮食品の表示調査 指定農林物資

（一般調査） 店頭調査 牛肉 農水産物 米穀 小計

青森県 601 31 253 236 61 550 1,182

岩手県 536 36 250 214 70 534 1,106

宮城県 749 63 450 346 82 878 1,690

秋田県 527 50 267 226 68 561 1,138

山形県 489 41 306 250 74 630 1,160

福島県 733 70 300 242 77 619 1,422

計 3,635 291 1,826 1,514 432 3,772 7,698

特別調査
合計
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表Ⅰー15

東北農政局、管内地方農政事務所における「食品表示110番」の受付状況

（単位：件） （単位：件）

資料：東北農政局表示・規格課調べ。

ウ トレーサビリティの運用の確保

牛トレーサビリティ制度に基づく遵守事項の監視・指導のため立入検査を実施

13年９月牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の患畜が確認されたことから、ＢＳＥのまん延防止

及び国産牛肉の信頼回復を図るため 「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する、

特別措置法」が15年６月に公布され、生産段階は15年12月１日から、流通段階について

は16年12月１日から施行された。

19年度においては、巡回点検を行い牛トレーサビリティ制度の遵守事項について周知

・徹底を図るとともに、立入検査による監視・指導を行った。

また、個体識別番号が適正に伝達されているかどうかを確認するため、ＤＮＡ鑑定用

のサンプル採取（採取検体数 1,460検体 )を実施した。

食品トレーサビリティの導入を促進

農林水産省では、食品の事故発生時に食品の移動を追跡・遡及できるトレーサビリテ

ィの取組を促進している。食品の入出荷の記録を保存しておくことにより、食品事故発

生時の原因究明や食品回収等がより迅速に行えるようになり、消費者への情報提供を充

実させることも可能となる。

東北農政局では、消費者、生産者、食品事業者等のトレーサビリティに対する理解及

び導入の促進を図るため、20年２月に仙台市において「食品トレーサビリティ普及啓発

東北地域セミナー」を開催した。

セミナーでは、有識者によるトレーサビリティの目的と効果についての講演のほか、

生産者、企業等を交えたパネルディスカッションを行った。

18年度 19年度

情報提供 92 274

問い合わせ 2,601 2,547

提案 19 25

苦情 4 5

その他 7 12

計 2,723 2,863

18年度 19年度

生鮮食品 387 393

食肉 48 87

青果物 198 181

水産物 87 99

その他 54 26

加工食品 1,486 1,682

食肉加工品 67 107

その他 1,419 1,575

米麦 591 547

精米 478 413

その他 113 134

その他 259 241

計 2,723 2,863

16,449 24,727全国計




